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告 示

第 2 5 6 2 号
平成 19 年（2007年）８月21日

〒 920-8577
金沢市広坂１丁目１番１号
発行所　金 沢 市 役 所

（題字　山出金沢市長）

◉金沢市告示第221号
　介護保険法（平成９年法律第123号）第42条の２第１項及び第54条の２第１項の規定により、事業者として次のと
おり指定したので、同法第78条の10及び第115条の18の規定により告示します。
　　平成19年８月21日

金沢市長　　山　　　出　　　　　　　保　　

介 護 保 険
事業所番号

事　業　所 申　　請　　者
指定年月日 サービス

の種類 条　件　等
名　称 所在地 名　称 主たる事務

所の所在地
代表者

氏名 住　所

1790300014
自生園
あわづ
の家

石川県小
松市白山
田 町 ロ
135番地

社会福
祉法人
自生園

石川県小
松市上荒
屋町ソ４
番地10

木崎
馨山

石川県
小松市
那谷町
ユ12 2
番地

平成19年８月１日

認知症
対応型
通所介
護、介
護予防
認知症
対応型
通所介
護

本指定の効力は、
小松市に所在する
住所地特例施設の
入所（入居）者に
対する、地域密着
型介護サービス費
又は地域密着型介
護予防サービス費
の支給に限定す
る。

　次の土地区画整理組合の事業計画の変更認可に係る申請があったので、土地区画整理法（昭和29年法律第119号）
第39条第２項において準用する同法第20条第１項の規定により、当該変更事業計画を公衆の縦覧に供するため、土地
区画整理法施行令（昭和30年政令第47号）第３条の規定により、次のとおり公告します。
　なお、利害関係者は、縦覧に供された変更事業計画について意見がある場合においては、平成19年８月22日から同
年９月18日までに、金沢市長に意見書を提出することができます。ただし、都市計画において定められた事項につい
ては、この限りではありません。

公 告
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　　平成19年８月21日
金沢市長　　山　　　出　　　　　　　保　　

土地区画整理組合の名称 縦覧期間 縦覧場所 縦覧時間

金沢市戸板第二土地区画整理組合
平成19年８月22日から
同年９月４日まで

金沢市広坂１丁目１番１号
金沢市都市整備局定住促進部
区画整理課

午前９時から
午後５時30分まで

選挙管理委員会告示

農業委員会告示

◉金沢市選挙管理委員会告示第101号
　平成19年９月２日に選挙人名簿に登録する者の氏名、住所及び生年月日を記載した書面の公職選挙法（昭和25年法
律第100号）第23条第１項の規定による縦覧の場所を次のとおり定めたので、同条第２項の規定により告示します。
　　平成19年８月21日

金 沢 市 選 挙 管 理 委 員 会　　
場　所　　金沢市広坂１丁目１番１号
　　　　　金沢市選挙管理委員会
備　考　　縦覧日時は、平成19年９月３日から同月７日までの間
　　　　　毎日午前８時30分から午後５時まで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
◉金沢市選挙管理委員会告示第102号
　平成19年９月３日現在の在外選挙人名簿に登録した者の氏名、経由領事官の名称、最終住所及び生年月日（当該在
外選挙人名簿に登録した者がいずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合及び平成６年５
月１日前に住民基本台帳に記録されたことがある者であって、同日以後いずれの市町村の住民基本台帳にも記録され
たことがないものである場合には、その者の氏名、経由領事官の名称及び生年月日）を記載した書面の公職選挙法
（昭和25年法律第100号）第30条の７第１項の規定による縦覧の場所は、次のとおりです。
　　平成19年８月21日

金 沢 市 選 挙 管 理 委 員 会　　
場　所　　金沢市広坂１丁目１番１号
　　　　　金沢市選挙管理委員会
備　考　　縦覧日時は、平成19年９月３日から同月７日までの間
　　　　　毎日午前８時30分から午後５時まで

◉金沢市農業委員会告示第13号
　農業委員会等に関する法律（昭和26年法律第88号）第22条第４項において準用する同法第21条第１項の規定によ
り、第602回金沢市農業委員会農地部会を招集し、金沢市農業委員会会議規則（昭和36年農業委員会規則第３号）第
12条において準用する同規則第３条第１項の規定により、次のとおり告示します。
　　平成19年８月21日

金沢市農業委員会　　　　　　　　　　　　　　　
農地部会長　　島　　　田　　　傳　　　治　　

１　日時
　　平成19年８月28日午後３時
２　場所
　　金沢市議会第１委員会室
３　議案
　⑴　農地法（昭和27年法律第229号）第３条第１項に規定する許可の申請について
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◉金沢市農業委員会告示第14号
　農業委員会等に関する法律（昭和26年法律第88号）第22条第４項において準用する同法第21条第１項の規定によ
り、第12回金沢市農業委員会農政振興部会を招集し、金沢市農業委員会会議規則（昭和36年農業委員会規則第３号）
第12条において準用する同規則第３条第１項の規定により、次のとおり告示します。
　　平成19年８月21日

金沢市農業委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　
農政振興部会長　　米　　　澤　　　邦　　　明　　

１　日時
　　平成19年８月28日午後３時30分
２　場所
　　金沢市議会第１委員会室
３　議案
　　金沢市農業振興地域整備計画の変更に関する意見決定について

　⑵　農地法第４条第１項に規定する許可の申請に対する意見決定について
　⑶　農地法第５条第１項に規定する許可の申請に対する意見決定について
　⑷　土地改良法（昭和24年法律第195号）第52条第８項に規定する同意書について
　⑸　相続税の納税猶予に関する適格者証明願について
　⑹　非農地証明願について
　⑺　農用地利用集積計画の決定に対する意見決定について　

消 防 局 公 告

　市民震災訓練（消防訓練）のため、次により消防車サイレンを使用します。
　　平成19年８月21日

金沢市消防長　　川　　　村　　　外　志　夫　　
場　所　　金沢市金石消防署管轄区域内
日　時　　平成19年８月26日午前９時00分から午前９時15分まで
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